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従業員持株会に対する譲渡制限付株式インセンティブとしての 

自己株式処分の予定に関するお知らせ 

 
 

 当社は、2024 年２月９日開催の当社取締役会において、当社の従業員持株会（以下「本持株会」とい

います。）を通じて従業員（本持株会の会員に限ります。以下同じです。）に対して譲渡制限付株式を付与

するインセンティブ制度（以下「本制度」といいます。）を導入しておりますが、今般、当社は、本制度に基づ

き、譲渡制限付株式としての自己株式処分を行うことを予定しておりますので、お知らせいたします。 

 

本制度は、本持株会を通じて従業員に対してインセンティブを付与することで、従業員の資産形成を支

援するとともに、従業員における当社の業績および株価に対する意識を高め、従業員が株主の皆様と同じ

目線で企業価値の持続的向上に向けた各種取り組みを進めることを目的としております。 

 

また、当社は、当社の人材育成方針に従い、本制度に基づく譲渡制限付株式の付与を人事評価制度と

連動させることで、当社の中長期的な成長および企業価値向上に対する従業員の貢献を一層促進する

仕組みを構築する予定です。 

 

今後、本制度に基づく自己株式処分の具体的な内容が決定し次第、速やかにお知らせいたします。 

 

 

以 上 


